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デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン等を踏まえた 

宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について 

 

 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日閣議決定）

等を踏まえ、政府全体で対面講習規制の見直しのため検討が進められているところ、

今般、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号。以下「法」という。）第 16 条第

３項に規定する登録講習、宅地建物取引業法施行規則（昭和 32 年建設省令第 12 号。

以下「規則」という。）第 13 条の 16 第１号に規定する登録実務講習及び法第 22 条の

２第２項に規定する講習（以下「法定講習」という。）について、受講証明プロセスの

オンライン化を可能とする等の改正を行うため、令和５年９月１日に「宅地建物取引

業法施行規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」（令

和５年国土交通省令第 67 号）、「平成 16 年国土交通省告示第 172 号の一部を改正する

告示」（令和５年国土交通省告示第 935 号）及び「宅地建物取引士に対する講習の実

施要領の一部を改正する告示」（令和５年国土交通省告示第 936 号）が公布された。 

これにより規則、国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成 17 年国土交通省令第

26 号。以下「国交省ｅ文書法施行規則」という。）、平成 16 年国土交通省告示第 172

号（以下「登録講習告示」という。）及び宅地建物取引士に対する講習の実施要領（昭

和 55 年建設省告示第 1798 号。以下「法定講習実施要領」という。）について改正が

行われ、同年 10 月１日から施行する。 

これに伴い、下記のとおり通知するので、貴団体におかれても、貴団体加盟の宅地

建物取引業者に対する周知及び指導を行われたい。 

 

記 

 

１．登録講習に係る改正内容について 



 

（１） 規則の改正（第 10 条の５及び別記様式第３号の７等関係） 

改正前の規則第 10 条の５第６号において、登録講習機関は、登録講習修了者

に対して、別記様式第３号の７の証明書（紙）を交付することとされていた。 

今般、登録講習機関と都道府県（指定試験機関）による登録講習修了者に係る

情報のバックオフィス連携を行うことを前提に、登録講習に係る受講証明プロセ

スのオンライン化を可能とするため、上記の証明書（紙）の交付手続を廃止し、

登録講習機関は登録講習修了者に対して修了番号等を通知することとするとと

もに、都道府県知事（指定試験機関）に対して登録講習修了者に係る情報を通知

することとした（改正後の規則第 10 条の５第６号及び第７号）。 

また、これに伴い、別記様式第３号の７の証明書の様式を削除する等、所要の

改正を行った。 

 

（２） 登録講習告示の改正（第３及び第４関係） 

（１）の改正に伴い、登録講習告示について、登録講習機関から都道府県知事

（指定試験機関）への通知の方法として、システムに入力して送信する方法によ

り行うことを定める改正を行った。 

併せて、登録講習の適正化を図るため、登録講習修了試験の合格基準は、70パ

ーセント以上の成績であるものとする改正を行った。 

 

２．登録実務講習に係る改正内容について 

（１） 国交省ｅ文書法施行規則別表第１の改正 

登録実務講習実施機関は、講習に用いた教材並びに問題用紙及び答案用紙等を

備え、講習を実施した日から３年間保存しなければならないこととされていると

ころ、これらの書類について、電磁的記録による保存のニーズが高まっているこ

とから、書類（紙媒体）の保存に代えて当該書類に係る電磁的記録の保存を行う

ことができることとする改正を行った。 

 

（２） 国交省ｅ文書法施行規則別表第４の改正 

規則第 13 条の 21 第 13 号において、登録実務講習実施機関は、登録実務講習

修了者に対し、別記様式第３号の 10 による修了証（紙）を交付することとされ

ていた。 

今般、登録実務講習に係る受講証明プロセスのオンライン化を可能とするた

め、規則第 13 条の 21 第 13 号を国交省ｅ文書法施行規則別表第４に位置づける

ことにより、登録実務講習実施機関が登録実務講習修了者の承諾を得て、修了証

を電磁的記録により交付することができることとする改正を行った。 

 

３．法定講習に係る改正内容について 

（１） 規則の改正（第 14 条の 10 第２項及び別記様式第７号の２の２等関係） 



 

改正前の規則第 14 条の 10 第２項において、宅地建物取引士証の交付を申請し

ようとする者（試験に合格した後１年以内に交付を申請しようとする者等を除

く。）は、交付申請書（紙）に法定講習を受講した旨の証明を受け、又は法定講

習を受講した旨の証明書を添付することとされていたところ。 

今般、宅地建物取引士証の交付申請手続を含め、法定講習に係る受講証明プロ

セスのオンライン化を可能とするため、当該規定を削除し、これに伴い別記様式

第７号の２の２の交付申請書における講習実施者による講習を受講した旨の証

明欄を削除する等の改正を行った。 

併せて、いわゆる他県受講※1の場合等において、都道府県知事は、必要に応じ、

宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者に対し、必要と認める書類※2を提

出させることができることとする改正を行った。 

また、改正に伴う経過措置として、改正前の別記様式第７号の２の２による交

付申請書は、当分の間、なおこれを使用することができることとした※2。 

※1 指定を行おうとする講習機関との協議の上、他の都道府県知事が指定した講習を都道
府県知事が指定すること。 

※2 都道府県知事が必要と認める書類として、講習実施者による講習を受講した旨の証明
が行われた改正前の様式第７号の２の２による交付申請書により申請するよう求めるこ
とは、差し支えないと考えられる。 

 

（２） 法定講習実施要領の改正 

（１）の改正に伴い、法定講習実施要領において、講習を修了した者に対して

交付申請書の下欄に講習を受講した旨の証明を行うものとする旨を削除する改

正を行った。 

 

以 上 


